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基本
構想

基本計画

実施計画

長崎市
総合計画
とは

市政運営上の最上位計画
市民等と共有し、ともに取り組む計画
長崎市総合計画は、「市政運営上の最上位計画」であり、市役所だけではなく、　市民の皆さんにとっての活動指針にもなり得る計画として策定しています。

第五次総合計画の構成と期間

｜構成｜ 将来の都市像とそれを実現する
ためのまちづくりの方針。

各 種 施 策 の 取 組
方針に沿った具体的
な事業計画。

まちづくりの方針に
沿った各種施策と、
施 策ごとの めざ す
姿、それを実現する
ための取組方針。

｜期間｜ 2022
（R4）

2023
（R5）

2024
（R6）

2025
（R7）

2026
（R8）

2027
（R9）

2028
（R10）

2029
（R11）

2030
（R12）

基本構想（９年間）

実施計画 実施計画３年計画・毎年度見直し

後期基本計画（5年間）前期基本計画（4年間）

令和４年度（2022年度）から
令和12年度（2030年度）までの
９年間※の計画です。

基本構想、基本計画及び
実施計画の三層構造と
なっています。 　 　　

策定にあたって意識した2つのこと
❶第四次総合計画からのつながり ❷時代の大きな流れを捉える

※令和３年度（2021年度）から令和12年度（2030年
度）までの10年間の計画と想定していましたが、
新 型コロナウイルス の 影 響 により開 始 時 期を
１年遅らせています。

※Society5.0
狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第
５期科学技術基本計画において我が国がめざすべき未来社会の姿として初めて提唱された。サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間

（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）。ＡＩ（人工知能）や
ロボットなどの技術で、世界の様 な々課題の解決をめざす。

人口減少や少子化・高齢化の進展、テクノロジーの急速な発展など、時代の大きな流れのなか
で、今、特に何をすることが求められているかを考え、そこから導き出された５つのキーワードを
意識して策定しました。

●人口減少、少子化、高齢化の進展
●新型コロナウイルスの世界的な流行
●テクノロジーの急速な発展

●Society5.0※の実現をめざす動き
●地球規模の気候変動と災害の激甚化
●SDGs達成をめざす動き など

時代の
大きな
流れ

四次総の
総括

2030年を目標とする
ＳＤＧｓの達成について
は、第五次総合計画と
一体的に推進していき
ます。

詳しくは最後のページを
ご覧ください。

「第四次総合計画」の計画期間※における「魅力あふれるまち」、「市民が暮らしやすいまち」の
実現に向けた取組みを振り返り、うまくいっていることはさらに進め、うまくいっていないこと
は改善することを意識して策定しました。

●うまく進んでいることをさらに進める

●うまく進んでいないことを改善する

⇒

●ハード・ソフト両面におけるまちの基盤づくりが進んだ
●人口減少のスピードを遅らせることができなかった

基盤を完成させ、その基盤を活かして市民の暮らしの質を上げるとともに、
訪問客の満足度を向上させる

⇒人口減少対策を強化し、急激な減少に歯止めをかける

特に
求められる
視点

五次総の
着実な推進に
向けて

●社会経済の規模縮小や、世代間のバランス崩壊などから生じる様 な々
　問題を喫緊の課題と捉えて対応。
●働き方やライフスタイルなどに対応する。まちの個性を活かして選ばれる。
●進歩するテクノロジーやまちづくりに関わるあらゆる主体とのつながりなどを
　活かし、新たな手法で安全安心や暮らしやすさを実現する。
●持続可能な世界の実現に向けて貢献する。自律した都市経営をめざす。

①QOL（生活の質）　　　　②ダイバーシティ（多様性）
③テクノロジー（科学技術）　④サステナビリティ（持続可能性）
⑤レジリエンス（しなやかな強さ）

５つの
キーワード
KEYWORD

※第四次総合計画の計画期間
　平成23年度（2011年度）～令和3年度（2021年度）
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次のページから、「めざす2030年の姿」と、それを実現するための８つのまちづくりの方針についてご紹介します。

※世界都市・人間都市は、とても遠くにある北極星のよう
な大きな目標なので、第五次総合計画では、９年後の
2030年までにめざすまちの姿を少しでもイメージしや
すいように、４つのテーマで表現しました。

めざす都市像

まちづくりの基本姿勢

個性輝く世界都市
希望あふれる人間都市

つながりと創造で
新しい長崎へ

めざす
2030年の姿

みんなでつながって、暮らしや
すさをつくり続けています

産業がもたらす活力と技術の
進歩を取り入れ、生活の質が
高まっています

交流の歴史に培われた多様な
魅力で人を惹きつけています

平和な世界、持続可能な世界
の実現に貢献しています

●

●

●

●

前期基本計画の基本施策【39項目】まちづくりの方針【８項目】

交流のための都市機能を高め、賑わいを創出し、観光まちづくりを進めますA2
国際性を豊かにしますA3

地域の個性を守り、活かし、伝えますA1私たちは「独自の歴史・文化を
活かし、多様な交流と満足を
生み出すまち」をめざします

A

核兵器廃絶の実現に向け、着実に歩みを進めますB2
平和の文化を醸成しますB3

被爆の実相を継承しますB1
私たちは「平和を愛し、平和の
文化を育むまち」をめざします

人や企業を呼び込み、新たな事業を創出して、産業を強くしますC2
次世代につながる農林業を育てますC3
水産業を環境変化に強く活気のある持続可能な産業にしますC4
地元農水産物の消費を拡大しますC5

地場事業者の成長を支援しますC1

私たちは「人や企業に選ばれ、
産業が進化し続けるまち」を
めざします

資源を守り大切にする社会の実現をめざしますD2
豊かな地域環境を守り活かしますD3
環境意識・行動の定着を図りますD4

脱炭素社会の実現をめざしますD1

私たちは「環境と調和した
持続可能なまち」をめざします

犯罪、交通事故のない地域づくりを進めますE2
安心できる消費生活環境をつくりますE3
暮らしやすいコンパクトな市街地を形成しますE4

地域の連携・協力を促進し、防災体制の充実を図りますE1

車や公共交通による移動の円滑化を図りますE6
安全・安心で快適な道路・公園をつくりますE7
水道水を安定して供給し、下水を適性に処理しますE8

安全・安心で快適な住環境をつくりますE5

私たちは「だれもが安全安心
で快適に暮らし続けられる
まち」をめざします

高齢者が安心して自分らしい暮らしを続けられる地域づくりを進めますF2
障害者が安心して自分らしく暮らせるまちづくりを進めますF3
子どもをみんなで育てる子育てしやすいまちづくりを進めますF4

人権が尊重され、様々な分野で男女が参画するまちをめざしますF1

生活困窮者等が将来への希望を持てる支援を充実しますF6
自らすすめる健康づくりを推進しますF7
安心できる衛生環境を確保しますF8
安心できる医療環境の充実を図りますF9

原爆被爆者の援護を充実しますF5
私たちは「みんなで支え合い、
だれもが健康にいきいきと
暮らせるまち」をめざします

だれもが生涯を通じていきいきと学べる社会をつくりますG2
スポーツ・レクリエーションの振興を図りますG3
芸術文化あふれる暮らしを創出しますG4

長崎のまちを愛し、新たな時代を生き抜く子どもを育みますG1
私たちは「未来を創る人を
育み、だれもが学び、楽しみ
続けられるまち」をめざします

参画と協働による持続可能なまちづくりを進めますH2
市民に信頼される市役所にしますH3

市民との良好なコミュニケーションを図りますH1私たちは「参画と協働による
まちづくりと確かな行政経営
を進めるまち」をめざします

第五次
総合計画の体系

　基本構想では、長崎市が「めざす都市像」や「まちづくりの基
本姿勢」とともに、令和12年度（２０３０年度）までにめざす姿を
掲げ、それを実現するための８つの「まちづくりの方針」を定め
ています。
　前期基本計画では前半の４年間（令和７年度）までに取り組
む各種施策を体系づけています。

基本構想
・

前期基本計画）） B

C

D

E

F

G

H

人間性が尊重され、お互いの個性を認め
合い、他者を思いやり支え合いながら、
子どもから高齢者までライフステージに応じて
だれもが豊かでいきいきと、幸福に暮らせ
る都市の姿。

「人間都市」とは…
　「市民が暮らしやすいまち」

市民等がお互いにつながることで、まち
全体がネットワーク化し、文化や産業等の
長崎市が持つ様々な価値を高めながら、世界
にも通用する新たな価値や仕組みを創造し
ていくという姿勢でまちづくりを進める。

つながりと創造で新しい長崎へ

平和、交流、産業などを通して長崎ならでは
の価値を世界に向けて発信するとともに、
長崎にしかできない役割を果たし、世界に
貢献することで、「世界のナガサキ」として
キラリと光る存在感のある都市の姿。

「世界都市」とは…
　　　　　　「魅力あふれるまち」

2030
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私たちは「未来を創る人を
育み、だれもが学び、楽しみ
続けられるまち」をめざします

参画と協働による持続可能なまちづくりを進めますH2
市民に信頼される市役所にしますH3

市民との良好なコミュニケーションを図りますH1私たちは「参画と協働による
まちづくりと確かな行政経営
を進めるまち」をめざします

第五次
総合計画の体系

　基本構想では、長崎市が「めざす都市像」や「まちづくりの基
本姿勢」とともに、令和12年度（２０３０年度）までにめざす姿を
掲げ、それを実現するための８つの「まちづくりの方針」を定め
ています。
　前期基本計画では前半の４年間（令和７年度）までに取り組
む各種施策を体系づけています。

基本構想
・

前期基本計画）） B
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F
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H

人間性が尊重され、お互いの個性を認め
合い、他者を思いやり支え合いながら、
子どもから高齢者までライフステージに応じて
だれもが豊かでいきいきと、幸福に暮らせ
る都市の姿。

「人間都市」とは…
　「市民が暮らしやすいまち」

市民等がお互いにつながることで、まち
全体がネットワーク化し、文化や産業等の
長崎市が持つ様々な価値を高めながら、世界
にも通用する新たな価値や仕組みを創造し
ていくという姿勢でまちづくりを進める。

つながりと創造で新しい長崎へ

平和、交流、産業などを通して長崎ならでは
の価値を世界に向けて発信するとともに、
長崎にしかできない役割を果たし、世界に
貢献することで、「世界のナガサキ」として
キラリと光る存在感のある都市の姿。

「世界都市」とは…
　　　　　　「魅力あふれるまち」
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みんなでつながって、
暮らしやすさを
つくり続けています

交流の歴史に培われた
多様な魅力で
人を惹きつけています

産業がもたらす活力と
技術の進歩を取り入れ、
生活の質が高まっています

平和な世界、
持続可能な世界の実現に
貢献しています

●ご近所の住民同士や地域
の中にあるさまざまな団
体、事業者等のつながり
が深まり、さらに安心で
居心地のよいまちへ！

●道 路 や 公 園 の 整 備 が
進み、まちがより快適で
安全に！

●コンパクトにまとまった
各地域がつながって、お
店や病院など、暮らしに
必要な施設が使いやす
い！

●産業が元気に！就きたい
仕事がちゃんとある！

●テクノロジーの普及で、
より快適で便利な暮らしに！

●それぞれのライフスタイル
に応じ、余暇の過ごし方
などの選択肢が充実！

●地域や企業も一緒になって、
安心して子どもを産み育て
られる仕組みが充実！

●被爆の実相の継承や核兵器
廃絶に向けた活動が進展！

●市民一人ひとりが身近な
ところから平和について考え、
行動している！

●多様性が尊重され、思いや
りと優しさがあふれてい
る！

●医学や環境など、いくつか
の分野で世界に貢献してい
る！

●歴史や文化、景観、自然
の魅力がさらにアップ！

●新たな「学び」や「楽し
み」、「ビジネスチャンス」
がいっぱい！

●最先端の学術研究や一流
のスポーツ、芸術文化が
身近に！

●市民や訪問客も楽しめる
美味しい食や楽しい体験
が充実！

めざす2030年の姿

天
主
堂
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天
主
堂

　「被爆者がいなくなる時代」が現実のものとなる被爆 100 周年
を見据え、被爆者に代わって様々な方法で、次世代に被爆の実相
や平和への思いを伝えるまちであり続けます。

まちづくりの方針

Ｂ
私
た
ち
は

　「平
和
を
愛
し
、
平
和
の
文
化
を
育
む
ま
ち
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　め
ざ
し
ま
す

被爆の実相を継承するまち

　核兵器の悲惨さを体験したまちとして、核兵器廃絶と世界恒久
平和の実現に力を尽くすまちであり続けます。

核兵器廃絶の実現に向け、着実に歩みを進めるまち

　多くの人々が、スポーツや芸術など、それぞれの興味や関心の
ある活動を通して被爆の実相の継承と平和の発信に関わることが
できるよう新たな手法を取り入れるとともに、市民の日常の中に
平和の文化を根付かせ、その文化を世界中に広げていきます。

平和の文化を醸成するまち

　長崎独自の歴史文化などの資源を磨き、活かし、その魅力を
発信します。

まちづくりの方針

Ａ
私
た
ち
は
「
独
自
の
歴
史
・
文
化
を
活
か
し
、

　多
様
な
交
流
と
満
足
を
生
み
出
す
ま
ち
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　め
ざ
し
ま
す

市民に愛され、市民の誇りとなり、
世界の人々から選ばれ、多様な交流を生み出すまち

　世界レベルの質の高いサービスの提供を促進するとともに、
観光・ＭＩＣＥ※等での訪問客に関わる新たな雇用の創出を実現させ、
かつ観光関連産業を生産性の高い産業へと変革させます。

訪れる人も、受け入れ側である事業者、市民も、
３者がそれぞれ満足するまち

　世界の一流を学び、世界に通用する人材、文化、芸術、技術等
を生み出し、様々な分野での交流により世界をつなぐ役割を果た
します。
　今後、更に海外からの訪問者、外国人住民が増加する中で、
市民の国際理解をより深めていきます。

国際性が豊かなまち

※ＭＩＣＥ
企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会
等が行う国際会議 （Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字を使った造語で、これらのビジ
ネスイベントの総称。
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　地域で生まれた再生可能エネルギーを地域で活用する「エネル
ギーの地産地消」を推進するなど、地域の資源を最大限活用します。

まちづくりの方針

Ｄ
私
た
ち
は

　「環
境
と
調
和
し
た
持
続
可
能
な
ま
ち
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　め
ざ
し
ま
す

私
た
ち
は
「
人
や
企
業
に
選
ば
れ
、

　産
業
が
進
化
し
続
け
る
ま
ち
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　め
ざ
し
ま
す

脱炭素社会の実現をめざすまち

　ごみ減量・リサイクルに対する意識を高め、食品ロスの削減や
プラスチック資源の更なる有効活用などに取り組みます。

資源を守り大切にするまち

　豊かな自然を大切にし、自然と触れ合う機会を増やすなど、
自然との共生を図るとともに、大気や水環境などを良好に保ちます。

豊かな地域環境を守り、活かすまち

　世界的にも環境への関心が高まってきたこの機会を捉え、多く
の市民が当事者意識を持ち、日常生活における環境に配慮した行
動（エコライフ）につなげていくための取組みを更に加速させて
いきます。

環境に対する当事者意識を持って、
　　　　　　　　　　　環境行動を実践するまち

　生産基盤の強化やスマート化などにより水産農林業の収益性を
向上し、職業としての魅力を高めます。また、長崎が誇る高品質
な農水産物の魅力を発信し、供給を推進します。

まちづくりの方針

Ｃ
次世代につながる水産農林業を育むまち

　企業や事業者等の人材の育成や新たな分野へのチャレンジなど
を支援するとともに、産学官金が連携しながら新たな産業の創出
を後押しし、まちの経済の活力維持と働く場としての魅力向上を
図ります。

産業が経営力と競争力を高め、
多くの雇用を生み出す活気のあるまち

　長崎で働く魅力、長崎で暮らす魅力などの発信と仕事のマッチ
ングなどきめ細やかな対応により、安定的な雇用の確保・拡大や
働く世代の移住を促進するとともに、災害が少ないなどの長崎の
強みを活かして情報通信関連分野や医工連携関連分野などの企業
の誘致を進めます。

人や企業に選ばれるまち
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　人権尊重、男女共同参画についての市民意識の向上及び学習の
機会の確保に努めます。
　外国人が暮らしやすい環境づくりと、多文化共生のまちづくり
を推進します。

まちづくりの方針

Ｆ
私
た
ち
は
「
み
ん
な
で
支
え
合
い
、
だ
れ
も
が

　健
康
に
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　め
ざ
し
ま
す

私
た
ち
は
「
だ
れ
も
が
安
全
安
心
で

　快
適
に
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
ま
ち
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　め
ざ
し
ま
す

すべての人の人権が尊重され、
平等に社会に参画できるまち

　医療・介護・福祉におけるそれぞれの提供体制の確保を行いつつ、
これらの専門分野の更なる連携強化による長崎版地域包括ケア
システムの推進や、民間団体の積極的な参画を促進することなどに
より、全世代にわたって切れ目のない支援ができる地域づくり・
体制構築に力を入れます。

住み続けたいと思う地域で生涯を通して
健康でいきいきと心穏やかに暮らすことができるまち

　結婚、妊娠、出産、子育てのすべてのステージにおいて、また、
あらゆる場所において、切れ目のない支援の充実を図ることによ
り、子どもの貧困や子どもへの虐待をなくすとともに、子どもを
みんなで育てる子育てしやすいまちづくりを推進します。

子どもをみんなで育てる子育てしやすいまち

　地域ごとに都市機能が集約され、市中心部と市内の各地区とが
公共交通機関や道路、情報などのネットワークで結ばれ、それぞ
れの地域にあった暮らしやすさがあるまち「ネットワーク型コン
パクトシティ長崎」をめざし、まちづくりを進めます。

まちづくりの方針

Ｅ
コンパクト＋ネットワークのまち

　地域の防災や防犯、交通安全に関しては、自分の安全は自分で
守るという意識や、地域で助けあう意識を高めるとともに、地域
の様々な団体と連携した取組みを進めます。

地域のつながりにより、災害に強く、
犯罪や交通事故が起こりにくいまち

　道路や公園、上下水道などの公共インフラの適切な整備、維持
管理に継続性を持って取り組みます。
　多様な住まいの選択肢を提供するとともに、空き家対策や建物
の耐震化などにより、人と環境にやさしく、安全・安心な住環境
をつくる取組みを進めます。

公共インフラや住環境が整ったまち
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れの地域にあった暮らしやすさがあるまち「ネットワーク型コン
パクトシティ長崎」をめざし、まちづくりを進めます。

まちづくりの方針

Ｅ
コンパクト＋ネットワークのまち

　地域の防災や防犯、交通安全に関しては、自分の安全は自分で
守るという意識や、地域で助けあう意識を高めるとともに、地域
の様々な団体と連携した取組みを進めます。

地域のつながりにより、災害に強く、
犯罪や交通事故が起こりにくいまち

　道路や公園、上下水道などの公共インフラの適切な整備、維持
管理に継続性を持って取り組みます。
　多様な住まいの選択肢を提供するとともに、空き家対策や建物
の耐震化などにより、人と環境にやさしく、安全・安心な住環境
をつくる取組みを進めます。

公共インフラや住環境が整ったまち
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　市民の声を聴いてサービスの質を向上させるとともに、市の
政策や情報については正確にわかりやすく伝えることに努めます。

まちづくりの方針
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市役所と市民との良好な
コミュニケーションがあるまち

　まちづくりの当事者としての市民の力、地域の力により、少子
化や高齢化などの社会状況の変化の中でも暮らしやすいまちを
維持していくため、長崎市よかまちづくり基本条例に定める「情報
の共有」「参画」「協働」の基本原則に基づき、自治会をはじめと
する地域の様々な団体や地域コミュニティ連絡協議会、市民活動
団体、市が相互に連携し、多様な地域課題の解決につながるよう、
まちづくりに参加しやすい仕組みづくりを進めます。

市民がまちづくりの主役となるまち

　自律的な財政運営を行うための自主財源の確保に向け、債権
管理の適正化による未収金の縮減と、積極的な財産運用を図ります。
また、国等の動きを注視しながら、財源確保に努めます。
　市役所のデジタル化を強力に進め、市民の利便性向上や業務の
効率化を図ります。
　時代の変化に対応していくための、人材の確保と育成に努めます。

多様化、複雑化する行政需要に対応できる
市役所があるまち

　子どもたちの学力向上や健やかな心と体の育成に向けた基礎的
な取組みと、長崎のまちを支える担い手を育てる長崎市独自の
取組みの更なる充実を図ります。
　Society5.0 時代を生きる子どもたちに必要な情報活用能力を
育成します。

まちづくりの方針

Ｇ
未来を創る子どもたちが
確かな学力と長崎を愛する心を身につけられるまち

　新たな文化施設やスポーツ施設などのハード面の充実とともに、
個々の体験や知識を通じて人と出会う、つながるといった流れを
創出し、だれもが生涯を通じていきいきと学び、楽しむことが
できる仕組みづくりを官民連携して行います。

生涯を通じて学び、スポーツや芸術文化、イベントなどを
気軽に楽しむことができるまち
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第五次総合計画と SDGs の一体的な推進

SDGs とは
●持続可能な開発目標「ＳＤＧｓ」とは、2015 年に国連サミットで採択された「2030 年までに持続可能で
よりよい世界をめざす」という国際目標で、17 のゴール（目標）と 169 のターゲット（より具体的な目標）が
設定されています。

●経済・社会・環境の３つの側面における広範な課題に統合的に取り組むＳＤＧｓは、発展途上国にも先進国
にも共通する普遍的目標で、各国政府には、それぞれの国に特有の優先課題や強みを踏まえた積極的な取組み
が期待されています。

私たちは「独自の歴史・文
化を活かし、多様な交流と
満足を生み出すまち」をめ
ざします

私たちは「平和を愛し、平
和の文化を育むまち」をめ
ざします

私たちは「人や企業に選ば
れ、産業が進化し続けるま
ち」をめざします

私たちは「環境と調和した
持続可能なまち」をめざし
ます

私たちは「だれもが安全安
心で快適に暮らし続けられ
るまち」をめざします

私たちは「みんなで支え合
い、だれもが健康にいきい
きと暮らせるまち」をめざ
します

私たちは「未来を創る人を
育み、だれもが学び、楽し
み続けられるまち」をめざ
します

私たちは「参画と協働によ
るまちづくりと確かな行政
経営を進めるまち」をめざ
します
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まちづくりの方針

SDGs の
17 のゴール

〒850-8685 長崎市桜町 2-22（市役所本館 4 階）
編集・発行 長崎市企画財政部都市経営室

長崎市第五次総合計画

　ＳＤＧｓは地方自治体における様々な取組みとも密接に関係しており、長崎市においても、各施策に 17 の
ゴールを関連付け、その達成に向けた取組みを一体的に推進していきます。
　また、ＳＤＧｓのゴールは、例えば、雇用を確保 [ ゴール No.８] することが、貧困の解決 [ ゴール No.１] につ
ながり、ひいては飢餓の解決 [ ゴール No.２ ] につながるといったように、相互に関連しています。ＳＤＧｓ相互
の関連も意識し、部局や施策連携の視点をもちながら各施策を進めていきます。

TEL：095-829-1111　FAX：095-829-1112
令 和 5 年 1 月  新 市 庁 舎 へ 移 転 予 定

第五次総合計画の詳細は
ホームページで公開しています。


